
場
所

○
本
庄
市
前
原
学
童
保
育
室

　

 （
前
原
１―

４―

13
前
原
児
童

セ
ン
タ
ー
内
）

○
本
庄
市
日
の
出
学
童
保
育
室

　

 （
日
の
出
２―

５―

56
日
の
出

児
童
セ
ン
タ
ー
内
）

○
本
庄
市
寿
学
童
保
育
室

　
（
寿
２―

４―

24
）

定
員　

各
25
人

保
育
時
間

・
放
課
後
か
ら
午
後
６
時
ま
で

・ 

学
校
の
休
業
日
は
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
６
時
ま
で

※
日
曜
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を

除
く
。

対 

象　

市
内
小
学
校
の
第
１
学
年

か
ら
第
３
学
年
ま
で
の
児
童
で
、

保
護
者
が
就
労
な
ど
に
よ
り
、

昼
間
家
庭
に
い
な
い
児
童
（
入

室
の
選
考
は
、
保
護
者
の
勤
務

の
状
況
等
を
審
査
基
準
に
基
づ

い
て
判
定
し
ま
す
。）

保
護
者
負
担
金
（
児
童
一
人
当
た

り
の
月
額
保
育
料
）

・
所
得
割
課
税
世
帯５

、
５
０
０
円

・
均
等
割
課
税
世
帯２

、
５
０
０
円

・
非
課
税
世
帯 

０
円

・
生
活
保
護
世
帯 

０
円

※
別
途
、
お
や
つ
代
・
共
済
費
と

し
て
、
月
額
２
、
１
５
０
円
が
必

要
で
す
。

受 

付
期
間　

１
月
22
日
㈪
〜
２
月

５
日
㈪
（
日
曜
日
を
除
く
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
45
分

受 

付
場
所　

入
室
希
望
さ
れ
る
学

童
保
育
室
（
寿
学
童
保
育
室
に

つ
い
て
は
日
の
出
児
童
セ
ン

タ
ー
で
受
け
付
け
ま
す
。）

提
出
書
類

・
学
童
保
育
室
入
室
申
込
書

・
保
育
に
欠
け
る
こ
と
の
証
明
書

※
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
、
本

庄
市
に
住
民
登
録
の
な
い
人
は
、

平
成
18
年
度
所
得
・
課
税
証
明
書

ま
た
は
平
成
18
年
度
非
課
税
証
明

書
が
必
要
で
す
。

＊
提
出
書
類
の
用
紙
の
請
求
、
お

問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

【
前
原
学
童
保
育
室
】

★ 
前
原
児
童
セ
ン
タ
ー
☎
㉑
９
８

２
０

【
日
の
出
・
寿
学
童
保
育
室
】

★ 

日
の
出
児
童
セ
ン
タ
ー
☎
㉑
０

４
２
０

場
所　

藤
田
公
民
館
内

　
　
　
（
牧
西
１
２
１
０―

３
）

定
員  

15
人

※
保
育
時
間
お
よ
び
対
象
児
童
は
、

前
原
・
日
の
出
・
寿
学
童
保
育
室

と
同
じ
で
す
。

保 

護
者
負
担
金　

試
行
運
営
中
の

た
め
無
料

※
別
途
、
お
や
つ
代
・
共
済
費
と

し
て
、
月
額
２
、
１
５
０
円
が
必

要
で
す
。

受 

付
期
間　

１
月
22
日
㈪
〜
２
月

５
日
㈪
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

提
出
書
類

・
学
童
保
育
室
入
室
申
込
書

・
保
育
に
欠
け
る
こ
と
の
証
明
書

※
提
出
書
類
の
用
紙
の
請
求
、
提

出
、
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
子
育
て
支
援
課
☎
㉕
１
１
３
０

　

市
内
で
児
童
数
が
最
も
多
い
本

庄
東
小
学
校
区
に
、
市
内
に
お
住

ま
い
の
人
か
ら
本
庄
市
へ
学
童
保

育
施
設
が
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
市
で
は
平
成
19
年
４

月
か
ら
本
庄
市
寿
学
童
保
育
室
と

し
て
運
営
し
ま
す
。

藤
田
学
童
保
育
室（
試
行
）の

入
室
児
童
も
募
集
し
ま
す

新
た
に
寿
学
童
保
育
室
の

      

運
営
を
開
始
し
ま
す―

市
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
安
全
の
た
め
、
ま
た
、

保
護
者
の
み
な
さ
ん
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
学
童
保
育
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
前
原
・
日
の
出
学
童
保
育
室
お
よ
び
新
設

の
寿
学
童
保
育
室
で
は
、
平
成
19
年
度
の
入
室

児
童
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

平成19年度

名　　称 所在地 主な対象学区 電話番号

ちびっ子ステーション 小島5－1－2
（都島238-1へ移転予定） 旭 小 ☎21－7005

童夢館竹の子 西富田367 本庄南小 ☎21－3244

いずみクラブ 3230－1 本庄東小
北 泉 小 ☎23－1798

ほほえみKidsクラブ 緑2－15－4 中 央 小 ☎23－1018

恵アフタースクール 西五十子620－1 本庄東小
北 泉 小 ☎24－2572

学童保育所みらい 小島6－6－16 本庄西小 ☎24－3075

学童保育わかくさ 仁手669－4 本庄東小
仁 手 小 ☎21－5001

つくしんぼ学童保育クラブ 児玉町児玉1352－1 児 玉 小 ☎72－0426
ひまわり学童保育クラブ 児玉町金屋960－2 金 屋 小 ☎72－6184
きらきら学童保育クラブ 児玉町蛭川915－6 共 和 小 ☎72－3845
あおぞら学童保育クラブ 児玉町秋山2408 秋 平 小 ☎72－8773

民間学童保育所について
　市内には民間の学童保育所が11施設あります。年間を通じて学童保育事業を
行っていますので、入所希望者は直接各施設へお問い合わせください。
民間学童保育所一覧
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今
年
４
月
に
市
内
各
小
学
校
へ

入
学
す
る
児
童
（
平
成
12
年
４
月

２
日
〜
平
成
13
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）
を
持
つ
み
な
さ
ん
に
入
学
説

明
会
を
実
施
し
ま
す
。
対
象
児
童

の
い
る
ご
家
庭
に
は
、「
入
学
説
明

会
通
知
書
」お
よ
び「
入
学
通
知
書
」

を
１
月
下
旬
ご
ろ
郵
送
し
ま
す
。

※
入
学
説
明
会
に
は
保
護
者
の
み

ご
出
席
く
だ
さ
い
。

※
説
明
会
会
場
に
は
、
上
履
き
、

履
物
を
入
れ
る
袋
お
よ
び
筆
記
用

具
等
を
持
参
し
て
お
越
し
く
だ
さ

い
。

＊
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
や
詳

細
に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★ 

学
校
教
育
課
☎
㉕
１
１
４
９
、

児
玉
教
育
課
☎
72
１
３
３
１（
内

線
２
４
１
）

新
入
学
児
童
入
学
説
明
会
お
よ
び

　
　
　
　
　

入
学
通
知
書
に
つ
い
て

新
入
学
児
童
入
学
説
明
会
お
よ
び

　
　
　
　
　

入
学
通
知
書
に
つ
い
て

入学説明会日程表

～子育て家庭を支援
　する福祉制度～ （特別）児童扶養手当･児童手当をご存じですか？
　次代の社会を担う児童の家庭を経済的に支援することを目的とした３つの福祉制度があるのをご存知ですか。
申請し、認定されれば、申請した月の翌月分からが支給の対象となります。また、各手当は重複して受給する
こともできます。該当する人はお早めに手続きをお済ませください。

★子育て支援課　☎㉕１１３０
★総合支所健康福祉課　☎72１３３１（内線３１６）

特別児童扶養手当 児童扶養手当 児童手当
制
度
の
内
容

精神または身体に障害がある児童を
育てている人に手当を支給する制度

父親と生計を同じくしない児童の家
庭の生活の安定のために、その児童
を育てている人に手当を支給する制
度

児童の家庭の生活の安定および健全
育成のために、児童を育てている人
に手当を支給する制度

  

手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

精神または身体に一定の障害がある
20歳未満の児童を育てている人
◎ 精神の障害の場合は、一人では
まったく日常生活ができないか、
著しく制限される程度
◎ 身体の場合は、おおむね身体障害
者手帳１・２・３級および肢体不
自由においては４級の一部程度

離婚・未婚・死別などの理由により、
父親と生計を同じくしない児童や父
親に一定の障害がある児童を育てて
いる人

※ 児童とは、18歳になる日以後の最
初の３月31日までの人です。

小学校修了前（12歳になる日以後の
最初の３月31日まで）の児童を育て
ている人

※ 平成17年分所得が所得超過のため
に手当を受けられなかった人は、
５月に認定請求手続きをしてくだ
さい。

児童が障害による公的年金を受け取
ることができる場合、または施設な
どに入所している場合は受けられま
せん。

公的年金を受け取ることができる場
合、または児童が施設などに入所し
ている場合は受けられません。

一定以上の所得があるときは、受けられません。

手
当
の
月
額

重度障害の児童１人につき
月額50,750円

中度障害の児童１人につき
月額33,800円

児童１人の場合　  月額41,720円
（児童２人は5,000円、３人以上は１
人につき3,000円の加算）
※ 所得に応じた支給停止措置（減額）
があります。

第１・２子１人につき
月額 5,000円

第３子以降１人につき
月額10,000円

※ 第○子とは18歳未満の児童の順番
です。

※制度改正により、内容に変更が生じる場合があります。

平成19年1月1日号9


